
 

日進市立小中学校適正規模等検討委員会の位置付け 
 

学校規模の差異による学校間での教育環境の不均衡を是正していくため、学

校の適正規模及び適正配置を検討し、子どもたちにとってより良い教育環境の整

備を図っていくことが必要となります。 

日進市では、日進市立小中学校適正規模等検討委員会からの提言を受け、

平成２４年８月に、「日進市立小中学校の適正規模及び適正配置に関する基本

方針」を策定し、適正規模適正配置の基準及び取り組み等を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎担任事務： 

    市立小中学校の適正規模及び適正配置に関する事項を調査審議すること 

◎職務： 

教育委員会の諮問※に応じ、担任する事務について意見を述べる。 

※諮問・・・有識者または一定機関に、意見を求めること 

◎具体的な取り組み: 

適正化の対象となる学校があるかどうかの判定や適正化の手法等について 

検討する。     

「適正規模及び適正配置に関する基本方針」 

 

 

 

      

            学区見直しの検討が必要となった場合に 

設置 

◎担任事務： 

通学区域に関する事項について、調査及び検討するとともに関係者の意見 

を広く聴取する。調査等の結果を委員会に報告する。 

日進市教育委員会 

日進市学区検討部会 
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日進市立小中学校適正規模等検討委員会 
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資料１ 



 

◎会議スケジュール 
 

 令和元年度 

 

 

◎これまでの経緯 

平成 24年 3月 日進市立小中学校適正規模等検討委員会にて「日進市立小中学校

の適正規模及び適正配置について」を提言 

平成 24年 8月 検討委員会からの提言を受け、「日進市立小中学校の適正規模及び

適正配置に関する基本方針」を策定  

平成 26年 8月 日進市立小中学校適正規模等検討委員会にて「日進市立小中学校

に関する適正規模及び適正配置に関する基本的考え方及び具体的

方策」を提言 ※H24基本方針を使用 

平成 28年 10月 日進市立小中学校に関する適正規模及び適正配置に関する意見書

の提出 ※H24基本方針を使用 

 

時期 事 項 内 容 

７月２６日 第１回検討委員会 

（１）委員の委嘱 

（２）正副委員長の選出 

（３）検討委員会の役割と進め方 

（４）基本方針（素案）について 

  

 
 

１０月上旬 第２回検討委員会 （１） 基本方針（案）について 

 
 

 

11月上旬 第３回検討委員会 （１） 基本方針（最終案）について 

 
 

 

1月以降 第４～５回検討委員会 適正化の判定等 


